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第３回独立行政法人改革に関する有識者懇談会 議事概要（詳細版） 

 

１．日 時：平成25年4月2日（火）9:30～11:35 

２．場 所：合同庁舎4号館1214会議室 

３．出席者： 

（委 員）樫谷座長、永里座長代理、有信委員、岡本委員、梶川委員、小林委員、田渕

委員、土居委員、林田委員、山本委員 

（政 府）寺田副大臣、山際大臣政務官 

内閣官房行政改革推進本部事務局 

４．議 題： 

 （１）制度改革に関する検討①（財政規律、情報公開） 

 （２）制度改革に関する検討②（報酬・給与） 

５．議事概要： 

○事務局 おはようございます。それでは、第３回「独立行政法人改革に関する有識者懇

談会」を開催させていただきます。 

 本日、樫谷座長は、電車の都合でちょっとおくれておられますので、恐縮ですが、最初

の部分は事務局で進行させていただきたいと存じますが、よろしゅうございますでしょう

か。 

 なお、本日、中里委員は所用により御欠席と伺っております。 

 本日は、寺田内閣府副大臣、山際内閣府大臣政務官にも御出席をいただいております。 

 それでは、副大臣から一言御挨拶をお願いいたします。 

○寺田内閣府副大臣 先生方、きょうは足元の悪い中、御苦労様でございます。ありがと

うございます。 

 会を重ね、きょうは３回目ということで、前回はいわゆるPDCA、評価の問題、あるいは

ガバナンスの問題等で、貴重な御意見、御示唆、さらにアドバイスも賜り、大変うれしく

思っております。 

 きょうは会を進めて３回目ということで、財政面でのガバナンス、財政規律の問題、ま

た情報公開、さらによくマスコミ等でも話題になりますが、給与・報酬、こうした問題に

ついても議論を進めてまいりたいと思います。 

 かつての三公社五現業、いわゆる独法の前身の形態でありますが、五現業のうち、アル

コール専売が抜けて、三公社四現業の時代が長かったわけでありますが、国鉄であります

とか、電電公社でありますとか、あるいは印刷・造幣、こういった世界は組合がやってお

りました。 

 御承知のとおり、旧国鉄はスト権ストという、本当に壮絶な国労・動労時代であります。

闘争を繰り返し、給与面についても、大変に熾烈な組合交渉をし、組合交渉でまとまらず、

仲裁裁定に持ち込まれ、中労委の仲裁裁定を経て給与が決まるという、今から思うと、壮
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絶な労使対立の時代だったわけですが、その当時の絵がどうであったか、また当時も企画

立案がなく、彼らもそれだけ壮絶な組合交渉をしながらも、平均給与で見ると、国家公務

員より自分たちは下で決まっていた姿がありました。もちろんこれは全員が全員、給与が

低いという意味では決してありませんで、例えば研究職、R＆Dの関係、医療職は、また別

途の給与体系になっていた、こうした給与面の実態等についても、先生方にごらんをいた

だきながら、議論を進めることができればと思っております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議論は前半と後半に分けまして、前半は財政規律、情報公開、後半は

報酬・給与を議論させていただきたいと存じます。 

 それでは、前半、お手元の資料１－１につきまして、事務局から説明いたします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

 まずお手元の資料１－１でございますが、１ページをお開き願いたいと思います。こち

らでは現状、つまり現行制度の説明ということで、１枚紙をまとめさせていただいてござ

います。 

 １ページ目の一番上でございますが、独立行政法人制度はどういう考え方で制度設計を

したかということを、ここで書かせていただいています。 

 １つ目の○ですが、基本法では弾力的かつ効率的な財政運営を行うことができる仕組み

とする。 

 ２つ目の○ですが、政策の企画立案機能と実施機能を分離します。実施部門につきまし

て、下線部分でございますが、主務大臣の細部にわたる事前関与を極力排し、一定の期間

内において法人の裁量により弾力的・効率的な業務運営を確保する。そういった独立行政

法人制度を創設したということでございます。 

 これらのことを担保するために、財政規律といたしまして、つまり予算措置として、ど

のような形にするのかというのが、２つ目の●でございまして、運営費交付金は独法ごと

に一項一目とし、使途の内訳は特定せず、国の事前の関与を受けることなく予定の使途以

外に柔軟に使用することを可能とする。年度内の使い残しが生じた場合には、翌年度に繰

り越すことができる。このような制度にしたものでございます。 

 考え方といたしましては、中期目標期間、例えば３年でも５年でもよろしいんですが、

それを１会計年度と考えていただければ一番わかりがよろしいのかと思います。 

 ちなみに、参考資料の20ページをお開きいただきたいと思います。財政規律として、運

営費交付金がどのような形になっているかということを一表でまとめたものでございます。 

 左は１年目から５年目まで、一番右に中期目標期間をまたぐという図にしてございます。 

 左からまいりますと、例えば１年目、運営費交付金が100まいりました。そのうち70だけ

使いました。そうすると、30使用未済が残っておりますというパターンです。30というの

は、２年目にそのまま使えるような形になる。順次、各年度、次年度以降に送られる。つ
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まり中期目標期間中におきましては、目的に従って、全体にくる額というのは、それぞれ

必要に応じ、必要なときに支出ができるということになっております。 

 最終年度でございますが、これは１回精算ということが、どうしても必要になってまい

ります。このケースでまいりますと、５年目でございますが、最終年度に運営費交付金の

使用残等々を含めまして、１回精算行為が行われるということになってまいります。 

 順に御説明をいたしますが、各年度におけます使用残も含めまして、利益が出たときに

どうするか。つまり目的積立金化としてどうやって積み立てられるかという問題、５年目

のところにつきましては、中期目標期間をまたいで繰り越しがどの程度できるか、こうい

う問題にかかわってくる。 

 簡単に申しますと、こういう構造になってございます。 

 まことに申しわけないんですが、１ページ目にお戻りいただきまして、下のところでご

ざいますが、現行でございます。運営費交付金の算定ということで、下線を引いてござい

ますが、基本的には全体の経費、人件費、一般管理費、事業費に効率化係数、政策係数を

掛けまして、最終的には自己収入を控除するという形で、運営費交付金が算定されている

ということでございます。 

 下の②に経営努力認定とありますが、剰余金のうち、経営努力が認定された額を各年度

で目的積立金化する。中期計画で定めた業務に充当できるという取り扱いになっておりま

す。 

 ③中期目標期間を超える、繰り越しでございますが、終了時までの運営費交付金の未使

用額は、繰り越しが認められる額以外を基本的には国庫納付する。現状このような形の制

度になってございます。 

 ２ページ目をおめくりいただきたいと思います。このような制度化ではございますが、

さまざまな問題なり、当初の制度の趣旨と若干違うようなこととか、そういう形の問題等

が起きてございます。 

 ここの場面は細かい説明は省略させていただきますが、一番上、不要な金融資産が法人

の中に滞留している。要するに使用する必要もないのに滞留していた。 

 もう一つ、運営費交付金の積算内訳や執行額が不明。これも原資は税金でございますの

で、何にどう使われたかということについて、なかなか目に触れるような状況になってい

ないという御指摘でございます。 

 運営費交付金の額の算定というのが、適切に行われていない。ここにも書いてあります

が、自己収入というのは、普通預金で運営をしますと言っていたのに、実際には定期預金

で運営をしていた。そうすると、その差分、運営費交付金の額というのは、増えることに

なってきます。そういう問題が起きます。 

 それから、よく言われておりますのが、自己収入の増加や経費の節約へのインセンティ

ブが不十分だということです。言ってみれば、インセンティブを判定するときに、要件が

厳しいとか、協議の期間がかかるとか、さまざまなことを言われまして、そういう問題点
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があります。 

 一番下でございますが、会計処理に関するルールが不十分。これは後ほど会計基準のと

ころで御説明をいたしますけれども、適切な会計処理がなされていないという御指摘がご

ざいます。 

 そういうことを踏まえまして、３ページ目をおめくりいただきたいと思います。今、申

し上げたようなことで、今後どういう方向で見直しをしていくかということをまとめたも

のが、３ページ目の図でございます。 

 一番上でございますが、財政運営の適正化、説明責任・透明性の強化ということで、交

付金を適切かつ効率的に使用する責務を明記。前回、24年法では、原資が税であるという

ことで、適正な使用をするという努力義務規定を法律事項として１つ加えてございます。 

 ２つ目でございますが、法人の事業別の予算の積算やその執行実績を明らかにし、積算

と実績が相当程度乖離している場合には、その理由を付す。これは省令以下で対応するこ

とを考えています。 

 それから、先ほど運営費交付金の算定のところで御説明をいたしましたけれども、自己

収入を控除するというのが、基本的な考え方になっている。自己収入の増加分のうち、一

定割合というのは、交付金の算定の際に控除しない。つまり全額控除しないということで

す。 

 目標を上回った自己収入の増加や交付金の節減努力による利益の一定割合は、経営努力

と認めます。主務大臣承認・財務大臣協議の迅速化。特に節減努力のところにつきまして

は、運営費交付金による節減努力というのは、認められていないという現行の取り扱いに

なっております。そうしますと、初期の目的、独立行政法人制度をつくった目的に照らし

ますと、一生懸命効果的に行って節減をしても、何もインセンティブが働かないというこ

とになりますので、そういうものについても、経営努力と認めるという形の方向で、物事

を考えていきたいと思っております。 

 一定の合理的理由が認められる場合、中期目標期間を超える繰り越しを認めるというこ

とで、要件を少し明確に考えていきたいと考えております。 

 最後でございますが、事業別に区分された情報を充実するとともに、事業と運営費交付

金との対応関係を明らかにすることにより、原則として業務達成基準を採用するというこ

とでございます。 

 全体はそういうことでございますが、個々のものは①②③と書いてございます。 

 ここの御説明をする前に、１つだけ御説明をしておきたいんですけれども、予算の積算

を細かくする、細分化するということは、結果的に経営努力の判定、つまり経営努力をす

るときには目標があって、それがどういう結果で行われたかということが、基本的には数

値的に評価されないと、幾ら繰り越して、幾ら目的積立金に積み立てていいかということ

が算定できないということになります。最初の時点から、こういう目標、その結果がこう

いう数値になりました、変わったら、どういう理由で変わりましたということを、きちん
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とした形で、連続してあるような形で物事を考えていきませんと、経営努力というのも判

定しづらい。かつ国民に対する説明責任もなかなかしづらいということで、全体として、

そのような形をする。それでいろんな効果が生まれる。こう考えていただければよろしい

かと思います。 

 その上で、運営費交付金の算定でございますが、概算要求時、年度計画に事業別の予算

の積算・見積もりを添付させることとする。これが最初のスタートのラインでございます。 

 それから、自己収入の目標を可能な限り具体化・定量化します。 

 自己収入の増加分のうち、経営努力の寄与度合いが高い部分の一定割合は、交付金の算

定の際に控除しない。 

 事業別の予算の執行実績を事業報告書に添付し、予算の積算と執行実績に相当程度の乖

離がある場合には、その理由を明記します。こういう取り扱いにしたいと考えております。 

 ４ページをおめくりいただきたいと思います。今、申し上げたことを、この一表でまと

めさせていただいております。 

 左側が現行制度でございます。それを右のような形に変えていきたいと考えている次第

であります。 

 事業別の予算の積算ということで、概算要求時あるいは年度計画に、事業ごと、事業の

費目ごとという形で、どういう事業に何を幾ら使うかという積算を添付していただきます。 

 最終的には事業別の予算と執行実績の乖離理由の説明と書いてございますが、事業報告

書の中に、それがどういう形で使われたのかという理由なり結果なりを書いていただく。

この理由はマイナス思考といいますか、何か悪いことをしたみたいだという形になるケー

スもあるのもしれませんが、もともと運営費交付金というのは、目的に従って、裁量で、

それぞれ必要なものに使っていただくという制度でございますので、そういう意味での理

由をきちんと書いていただくという趣旨だと私どもは思っております。 

 また３ページ目へ戻っていただきまして、それが①のところでございます。 

 ②でございますが、経営努力認定ということで、ここにも書いてありますが、下線のと

ころでございますが、目標を上回った自己収入の増加や交付金の節減努力による利益の一

定割合を経営努力と認め、目的積立金化するということでございます。 

 右の③でございますが、中期目標期間を超える繰り越しということで、下線のところだ

けを読ませていただきますが、一定の合理的理由がある場合に繰り越しを認めるというこ

とでございます。先ほど申し上げしましたように、ここはなるべく具体の例ということ、

例えば共同事業をやっているようなときに、相手方の事由により事業が遅延をしたという

ことでありますと、自分のところには帰責事由がございません。仮にどうしても事業を遅

延せざるを得ないケースがあるとすれば、そういうことは、繰り越しを認めてもよろしい

のではないかと思います。いずれにせよ、今、申し上げたような具体の事例、どういう場

合には繰り越しができるということで、細分化をして考えていきたいと思っております。 

 ４ページ目は、先ほど御説明したとおりです。 
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 ５ページ目でございますが、運営費交付金の見直しのイメージということで、イメージ

が湧くように図にしてございます。 

 自己収入の数値目標を達成した場合の一定割合は、運営費交付金の額から控除しないと

御説明をしたと思いますが、その図でございまして、例えば一番左でございますが、交付

金が400で、自己収入が100、従来こういうものがありました。自己収入が200ということで、

目標を設定していただきました。結果200というものを達成いたしますと、今までですと、

自己収入の200は、運営費交付金の算定の際に200を控除する。だから、一生懸命努力をす

ればするほど、運営費交付金が下がってしまうという構造であったものについて、一定割

合、この場合には50と書いてございますが、いわゆる増えた100掛ける２分の１、つまり50

については、自己収入として運営費交付金から控除をしないという方向で考えていきたい

と思っているところであります。 

 下のところなんですが、目標を定めるに当たって、このようなことをやるのですが、実

際に目標を達成ができなかった場合のペナルティー、要するに物事は必ずプラスとマイナ

スがあるということで、マイナスのインセンティブを考えているところであります。先ほ

ど申したことと全く逆ではございます。しかしながら、ここのところは、慎重に対応する

必要性があると考えております。ですから、単純に目標を下回ったから、確実に△ですと

いうことではなくて、内容であるとか、もろもろのことを考慮した上で、きちんとこれを

適用する場合には、適用していくということを考えています。 

 さらに運営費交付金の額も含めまして、事業量を相当小さくしてしまいますと、そもそ

も行政事務としてのパイというものが、必要な場合がございますので、全部を下げるとい

う取り扱いにはなかなかなりにくいんだろう。そういう意味で、繰り返しになりますが、

慎重な対応が必要である。ここはこのように考えているところでございます。 

 ６ページ目でございます。これは交付金を充てる事業の経費を節減した場合であります。

先ほどの運営費交付金の節減をした場合も２分の１ということで、図にしてございますが、

経営節減努力をした場合については、目的積立金ということで、半分は目的積立金に回す

ということです。 

 下でございますが、自己収入を増加させた場合ということで、経営努力認定をして、自

己収入を増加させた場合については、やはり目的積立金化を図っていくということであり

ます。 

 ７ページ目でございます。先ほど会計基準のお話をいたしました。現在の会計基準とい

うのは、独立行政法人において、経営努力認定が適正になされるようにということで、独

立行政法人の会計基準をつくっています。 

 その趣旨はどういうことかといいますと、７ページ目の真ん中でございますが、いわゆ

る減価償却費であるとか、退職給付引当金、これらについては、経営努力の外のところで

出てくる経費でございますので、これはなかったものとする。つまり損益を均衡させると

いう会計処理にしてございます。それを超える部分については、基本的には経営努力だと
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いう措置にしてございます。 

 しかしながら、８ページ目をごらんになっていただきますと、今、全ての法人ではござ

いませんけれども、費用進行基準というものを使ってございます。つまり費用進行、かか

ったお金が収益になる。収益が費用になるということで、そこに利益が出るという構造の

会計収入にはなっていないという形でございます。 

 上に２つございます。業務達成基準であるとか、期間進行基準ということでございます

が、一番上で御説明いたしますと、いわゆる業務達成、つまり目標を定めまして、その達

成の度合いという形で経由をするということであります。 

 例えば四角の中ですが、運営費交付金債務が100で、80で達成率100％といたしました。

そうしますと、20というのは自助努力、つまり利益になりますので、20について経営努力

という形で認定をしていこうということでございます。その昔、国の場合ですと、モデル

事業で目標を決めて、柔軟な運用をするという取り扱いをしたことがございまして、ある

意味、それと同じような考え方にも合致をするということです。そういう方向で会計基準

を切りかえていくということを考えてございます。 

 ９ページ目でございますが、これが今まで御説明をしてきたところの全体、つまりバラ

ンスよく必要な制度をつくるという御説明をした紙でございます。申しわけございません

が、これはごらんになっていただければと思います。 

 最後10ページ目でございますが、これが情報公開の話でございます。ここの表は、今、

御説明を申し上げてきたことで、情報公開をいたしますというところの一番下で、例えば

予算の積算とか執行実績、乖離の場合の理由などが追加になりますということで、整理を

したものでございます。 

 なお、一番下の上から２つ目のポツの括弧書きの中でございますが、運営費交付金、基

金などの金額と書いてございますが、いわゆる基金などでございますと、例えば１年で100

入ってまいります。その支出が複数年度にわたることになりますと、最初の年はどこに払

った、どういうふうに出したということがわかるんですが、事後わからなくなってしまう

ものですから、そういうことも含めまして、情報公開をしていこうと考えてございます。 

 簡単ではございましたが、私からの説明は以上でございます。 

○座長 ありがとうございました。 

 おくれまして、申しわけございません。 

 ただいま御説明いただきました事項につきまして、御意見、御質問がある方は、御発言

をお願いしたいと思います。意見交換の時間は十分にとってありますので、ぜひ思いのた

けをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 委員、どうぞ。 

○委員 幾つかありますので、端的に申し上げたいと思います。 

 １ページですが、交付金の現状の説明のところで、確認をさせていただきたいことがあ

ります。それは運営費交付金の算定ルールということで、独法制度自体が発足をしたとき
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につくられた例としての式があります。これは例となっておりますが、多くの独立行政法

人において適用されているものだと思います。ここでまず確認をさせていただきたいのは、

効率化係数、政策係数は、どういう意図で、どういう意味合いがあって、この式の中にあ

るのかということと、実際にどのように使われているかという御説明をお願いしたいと思

います。 

 なぜこういう質問をするかというと、独立行政法人の制度というものを取り上げたとき

に、独立行政法人側の裁量に任せるということを基本的な制度の根底に置くならば、効率

化係数、政策係数というのは、誰が決める係数なんですかというところがかかわってくる。

基本的に効率化係数というのは、前年度比をマイナスにするための係数、政策係数という

のは、何らかの政策目的があって掛ける係数だとすると、独立行政法人にとっては、外部

からの係数と捉えられるような気がするんです。それが独立行政法人の業務運営の基本に

なっているお金にかかわってくるということであれば、制度の趣旨をどう捉えるのか。私

はどちらがいいと言っているわけではなくて、どういうふうに捉えるのかということを明

らかにしておかないと、ここにいろんなものの根源があるような気がします。 

 それから、後の説明にあったように、自己収入がマイナスになります。これは改善をさ

れるという提案が幾つかなされていましたので、それがいいと思っているんですけれども、

その前の効率化係数、政策係数というのは、どうなるかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 主に３ページにかかわってくる話だと思っているんですけれども、今後の見直し案の中

で、法令で担保しますということと、運用に任せますということが書かれているんですが、

これはどういう基準で運用に陥るのかということをお聞きしたいのと、運用で担保すると

いうのは、本当に担保されますかということなんだと思います。 

 多分閣議決定というツールを使って担保されることになるんでしょうけれども、閣議決

定というのは、恐らくそのときのいろんな展開がありましょうから、閣議決定の内容は変

わってくるんだと思います。そうすると、法令で運営を担保するというのは、言葉のとお

り、担保の度合いは大分違ってくるでしょうから、どちらを運用に回すかということは、

非常に重要なポイントだと思います。したがって、どういう観点から運用に回す、あるい

は法令で担保するということを考えていらっしゃるかということをお聞きしたいと思って

います。 

 あとは提案みたいな話になってくるんですけれども、例えば４ページの見直し案です。

現行から見直し案に展開するときに、特に予算の積算を明らかにされていかれるというの

は、私はいい方向だと思っているんですけれども、もう少し違う見せ方があるのではない

かと思います。例えば事業別の予算の積算となっていますが、これは本当に事業別になっ

ているかというと、なっていないです。 

 例えばプログラムですと、１つのプログラムを動かすためには、いろんな経費がかかり

ます。人件費もかかるし、一般管理費もかかりますし、いろんな経費がかかる。そこはプ
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ログラムごとに積算が明らかになるようなものにできないのか。これは前から申し上げて

おりますように、恐らく日本の予算制度全体にかかわってくる問題だと思っています。日

本の項目が一項一目のようになっている限りにおいて、なかなか難しいのかもしれません

けれども、どういうプログラム、事業にどのような予算が予定されていて、結果どうなっ

たかというのは、一番わかりやすい国民に対する見せ方だと思います。今の独立行政法人

のこのやり方だと、どういうプログラム、事業にどのぐらいのお金がかかったかというの

は、わからないんです。特に人件費が別途計上されていますので、その後で工夫の余地が

ないのかと、私の観点からは思います。 

 済みません。簡単にと言いながら、長々と申し上げましたけれども、以上３点、思った

ことと御質問をあわせて申し上げました。 

○座長 ありがとうございました。 

 事務局、どうぞ。 

○事務局 それでは、お答えいたします。 

 効率化係数、政策係数でございますが、独立行政法人ではございますが、経費の節約・

合理化が必要であるということで、下にも書いてございますが、一般管理費、事業費につ

いて、予定としまして、合理化をする比率を掛けていると認識してございます。 

 政策係数ですが、これは逆にプラスの要素でございます。 

○委員 これはプラスですか。 

○事務局 はい。△にするだけではなくて、例えばこういう業務が、今、こういう事情に

ある。ですから、単に△にするだけではなくて、プラスにもするという意味で、いわゆる

単純な減額だけではなくて、周辺事情を考慮する。だから、プラスの場合があるという認

識をしております。 

○委員 いずれにしても、効率化係数、政策係数、いろんな意味合いがあると思いますが、

係数を決めるのは政府側ですね。独法側ではないですね。 

○事務局 各省の主務大臣等を含めて、概算要求の中でそれが定められてくるということ

です。 

○委員 独立行政法人から見ると、与えられてしまう係数ですね。 

○事務局 ですけれども、独立行政法人の運営費交付金というのは、主務大臣を経由して

概算要求されます。 

○委員 独立行政法人側で、自らこういう事業をやりたいと思ったときに、独立行政法人

とは関係ない要素において決まってくる係数ですね。 

○事務局 ですから、概算要求の中で決められる。主務大臣と財務相、査定官庁の間でと

いうことだと思います。 

○委員 今、政策係数はどういうふうにつくられているんですか。 

○事務局 そこの係数は、各法人の御意向を踏まえ、当然主務大臣は御要求をされていま

す。 
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○委員 それは政策係数ということですね。 

○事務局 効率化係数もそうです。法人によって効率化係数は違います。そういうことか

と思います。 

○委員 なるほど。わかりました。 

○事務局 それから、２つ目の運用事項と法律事項ということでございますが、基本的に

法律で規定すべき事項であるかどうかということで判断をしてございます。今の独立行政

法人制度そのものは、既に法案があるということでございまして、今、運用で図られてい

るようなものは、基本的には運用という整理、理解をしているところでございます。 

○委員 あと、予算の見せ方とか、工夫の余地はありますか。 

○事務局 そこは御意見を踏まえまして、工夫できるのであれば、少し工夫ができるよう

に考えていきたいと思います。 

 いずれにせよ、先ほど４ページ目で御説明したとおり、こういう形でやりますというこ

とですが、分け方とか、その辺のところは、今後、検討を進めていきたいと思っておりま

す。 

○委員 一番最後の予算の見せ方というのは、独立行政法人の予算だけ、国とは違った形

で見せるということになっても、それはいいものなんですか。多分国の予算全体を変えて

いくという話は大きな問題で、ここだけの議論ではそうならないのは当然だと思いますが、

独立行政法人の仕組みの中で、独立行政法人の業務別というか、事業別、プログラム別の

予算は見せていきます、この見せ方はこういう形にしますというのは、国とは違った見え

方になっても、それは構わないんですか。 

○事務局 もともと４ページの表というのは、今までやっていない、つまり運営費交付金

が一項一目なものですから、これまではいろんな資料はあるんでしょうけれども、正式な

形で公表しているものがないということ、それがややブラックボックスといいますか、不

透明ではないかということで、そこをもっと透明にするために、内訳を出していこうとい

うことでございます。法律上の財政措置というのは、今、一項一目の運営費交付金になっ

ておりますので、その下のレベルの運用でやろうとしているわけですが、そういった意味

では、情報公開の仕方ということで、予算制度そのものというよりは、透明化を図るデー

タ、情報をできるだけ外に出していくときの見やすさの問題でございますので、必ず予算

書などと一致したほうがいい部分はさせていこうと思いますし、そうでない部分もあろう

かと思いますが、御指摘を踏まえて、ここの部分の表の組み方などは考えていきたいと思

います。 

○委員 わかりました。 

○座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○委員 質問と意見ですが、１つは、例えば不要な金融資産だとか、積算内訳、執行額が

不明とか、現状の問題点が挙げられています。だけれども、運営費交付金の問題というよ
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りは、先ほどの委員の指摘にもありましたように、財務諸表上の問題とその会計監査の不

備、会計監査がきちんと行われていない、あるいはその正当性がきちんと検証されていな

いということで、多分制度そのものに内包される問題というよりは、むしろそちらほうが

大きいのではないかと思います。その点については、どういうふうにお考えかというのが

質問です。 

 それから、今の議論を伺っていると、いずれにしても、独立行政法人に対して、言わば

国がお金を与えて、もうけが上がった部分を幾らか国が吸い上げるという観点のように聞

こえてしまうんですが、独立行政法人の事業とか、経営努力などを考えると、例えば企業

会計の観点で、これは他の委員が詳しいと思いますけれども、結果的にいうと、収益、こ

こで上げられている利益というのは、単純に言ってしまうと、粗利なんです。利益からコ

ストを単純に引いただけで、委員が指摘されたように、１つの収益を上げるためには、こ

こで上げられている簡単な粗利の部分以外に、さまざまな経費がかかっている。これは財

務諸表をきちんと書けば明確になる。その中で、最終的に純利益を算出して、純利益の処

分の中で、企業であれば、どれだけ株主に返すのか。つまり配当金として、どれだけを区

分して、残りのどれだけの部分を将来の投資、あるいは現在の設備の更新に充てるか。こ

れが経営側の判断になるわけです。 

 ですから、そういうところをきちんと勘案して、確かに評価のしようがないと言われる

と、仕方がないんだけれども、言わば独立行政法人側のきちんとした自助努力で、経理内

容を明確にして、純利益を明確にし、その中で国民に返すべき配当が幾らということを決

めるという部分で、主務大臣側は言わば株主の代表と考えられますので、区分を決める、

配当額を幾らにするかを決める、こういう仕組みを明確にして、最終的に結果が５割にな

るかどうかはわかりませんが、根拠を明確にしないと、国民にとっても、あるいは独立行

政法人にとっても、自分たちの努力が一体何であったのかということが余り明確にならな

いと思います。 

○座長 最初の不要な財産については、いかがですか。 

○事務局 そこにつきましては、運営費交付金自身に不備があるということではないと思

っております。かといって、会計監査の不備ということでもないのではないか。例えば内

部に留保している。してあることについては、適正な処理がそこの時点ではなされていた。

ところが、中でそういうものがあるということの認識がなかなかできなかったとか、もろ

もろの諸事情があると思っておりまして、前回も御説明いたしましたように、いわゆる内

部監査も含めまして、全体の中でそういうものが明らかになるように、制度を構築すると

いうことであろうかと思っています。答えになっているような、なっていないような感じ

で申しわけありません。 

○座長 ありがとうございます。 

 委員お願いします。 

○委員 先程の委員の運営費交付金の別の観点からの質問ですけれども、運営費交付金と
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いうのは、非常に重要でしょうから、その場合、効率化係数とか政策係数と書いてあって、

それが所与か所与でないかというのは非常に問題で、そこのところは、委員の御質問に対

して、事務局がお答えになりましたが、私は別の観点から言います。 

 ある自動車メーカーの例を申し上げますと、下請けに対して毎年10％削減して持ってこ

いということで、効率化係数に似ているんです。そうすると、下請としてはたまらない。

毎年10％ずつ下がっていきますので、どうするかというと、グレードアップして、これを

来年度から使ってくださいということで、値段を上げていくということをやるわけです。 

 今回の算定方式につきましては、どんどん減っていくと、やる気がなくなる、あるいは

潰れていくという、民間だと普通はそうなんですが、その場合、グレードアップに相当す

るようなものは、研究開発法人については、研究開発成果のアップだろうと思います。効

率化係数でいくと減っていくわけですから、政策係数でそういうことが盛り込めるのかど

うか。政策係数というのは、前年度の実績に対して、グレードアップみたいな、要するに

成果がどんどん上がっているから、計数を上げるというような、そういうものが行われる

のかどうかということについて、質問したいと思います。 

○座長 よろしいですか。 

○事務局 まことに申しわけないんですが、政策係数自体がどういう考え方で、どの程度

細かくされているかというのは、手元にないものですから、それは調査の上で御報告させ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○座長 政策係数の実態、できれば効率化係数も含めて調べていただけますでしょうか。 

○事務局 わかりました。 

○座長 委員お二人お願いします。 

○委員 今のお話はお答えできないんですけれども、これを議論する場合、我々が一番注

意しなければいけないことは、独立行政法人の運営費交付金の対象になっている事業はど

こまでかということなんです。補足資料にもありますように、運営費交付金のグレードが

高いものから、ゼロのものまであるわけです。研究開発法人でも、運営費交付金の依存度

が高いものもありますが、実は外部資金であるとか、自宅研究がかなり占めているものも

あります。 

 したがって、我々が運営費交付金を考える場合、交付金の対象事業として、的確かどう

かという議論を本来どこかでしなければいけないんですが、私が考えます論理的な交付金

が満たすべき要件というのは、いろいろ考えると３つぐらいあると思うんです。 

 今、委員がおっしゃったような政策的な要素も確かに重要なので、効率化も含めた政策

誘導効果というのは、満たしている必要が、第１点あると思います。 

 第２点は、会計基準とか、あるいは予算書の内訳とも関係あるんですが、裁量性という

のは、成果主義とセットなんです。ですから、これは非常に難しいことで、前回の議論と

もつながるんですが、独法の裁量性をどこまで認めるかということと、アウトプット管理

がどこまで現実的に可能かということのせめぎ合いで、事務局案の事業のA、B、C、Dと関
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係があるんです。したがって、これをもしやるとすれば、少なくとも中期目標計画、ある

いは年度計画において、A事業、B事業、C事業に対応するものを必ず入れ込むということが

最低限必要だと思います。したがって、そこら辺まで、もし事務局案でいくとすれば、そ

ういうふうに全体の制度設計を組み直していただきたいと思います。 

 ３点目は、一定の枠組みでやるわけですから、中期計画の枠組みが少し延びるかもしれ

ませんが、一定範囲の財政の安定性を保障してやることも必要だと思います。もし中長期

のスパンで考えておられるような法人があるとすれば、予算は毎年年度ですから、完全に

約束・保障はできないまでも、一定の範囲の財政の安定性を何らかの格好で措置してやる

という姿勢を示す必要があるだろうと思います。 

 これは少し理屈っぽい話で、政策係数、効率化係数で決まっている部分もあるんですが、

独法というのは、新たな事業提案をすれば、そこで新たな財源を獲得するというのが、現

実の姿なんです。事務局は遠慮しておっしゃらなかったんですが、確かに政策係数、効率

化係数で減になる事業もあるんですが、新たな事業を提案して、予算の減少を食い止める

というのが実態なんです。したがって、理論値ほど、独法の予算総額が減っていないとい

うのは、まさしくそこにあるわけであります。あと、決算段階から見ても、そんなに減っ

ていないというのは、冒頭申し上げたような別の資金が実際上はあります。 

 そこで、問題は資料の５ページ目、やや実務的なことだけを申し上げれば、上の数字は

非常にいいと思うんですが、問題は、過去５年の傾向に対して、目標、実績という、こう

いう案が現実的に認められるだろうかということです。認めてあげれば、独法は喜ぶでし

ょうけれども、結局、過去５年の事業総額は500なんです。それがある時点においては600

という、事業額が膨らむ予算を認めてもらえば、独法は喜ぶでしょうけれども、それが現

実的にどれぐらい担保されるんだろうか。もしこれが認められないとすれば、独法は独法

で別な考え方で臨むことになりますので、インセンティブが効いてくるように、ここはも

う少し精査する必要があるのではないか。これは個人的な意見です。委員が専門であると

思います。 

○座長 今のことについて、事務局から回答はありますか。よろしいですか。 

○事務局 特段ございません。 

○座長 委員、お願いします。 

○委員 財政規律の話ということですので、まず原則論的に、そもそも現状の独法が置か

れている状況を考えて、これからどう見直すかというところの議論を進めることが必要だ

と思います。確かに行く行くは、もっと自由裁量を認めながら、よりよい経営をしていた

だくような仕組みをつくるというところにたどり着くというのは、理想であり、かつ将来

的に目指すべきところだとは思うんですが、残念ながら、いろいろな制約があってそうだ

ということではあるんですが、現状の独法というのは、国民から見て必ずしも評価は芳し

くない。やはり非効率な運営をやっているのではないかとか、不必要にたまり金を持って

いるのではないかとか、経営能力が本当にあるのかどうかとか、そういう批判が当たって
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いない部分も含めて、国民から寄せられているというのは実態だと思います。 

 そう考えますと、今後の５年、10年という視野で見たときに考えるべきことは、よい経

営を促すような経営を埋め込むよりは、悪い経営を阻止するという財政規律を埋め込むと

いうことのほうに、より重きに置いた形で、仕組みの見直しを考えることが重要ではない

か。端的に申しますと、剰余金の配分処理とか、年度間をまたいだところでの経営努力の

判定とか認定、そういうところを考えたときに、よく頑張ったと言ってたくさん御褒美を

あげるよりは、悪いことをしたことに対して、厳しく対応することにより重きを置いたほ

うが、むしろ財政規律の面からもよいですし、少なくとも国民に対しての悪い評判を払拭

するということを始めないと、国民は独法、ないしは今後継承されるであろう法人形態に

対して、信頼して、それなら自由にやらせてよいという段階にいかないのではないかとい

うのが、私の認識であります。 

 さらにもう一つつけ加えますと、民間と違う決定的なところは、潰れることはないとい

うことです。独法は破綻することはない。だから、極端に言えば、多少非効率な経営をし

たところで、主務大臣が廃止だと言わない限りは、潰れないということが、やはり潜在的

には意識の中にあるんだろうと思います。確かに国として営んでいる業務である以上、潰

す必要はないと言えば、潰す必要はないんですけれども、それならば、経営に対してどう

いうふうに対応するべきかということになれば、よい経営を頑張ってやってください、多

少リスクを負っていいですということよりは、むしろいかに悪い経営を起こさないように

食い止めるか。つまり潰れないということが前提にある以上、多少悪い経営をしても、非

効率を温存して構わないということになりかねない。 

 さらに言えば、政府が事実上、独法に対して、無限責任出資をしていると言っていい状

況なんです。つまり政府が独法で起きた損失に対して、これ以上は国民負担を強いられな

いという歯止めがあるような仕組みでは、そもそもありません。無限責任とも明記はされ

てはいませんが、事実上、政府が無限責任出資をしているような状態というのが、独法の

状態だと思っておりますので、そういう意味では、どういうふうに悪い経営を起こさない

ようにしていただくかという部分の仕組みというのは、必要だろうと思います。 

 そこで個別各論ということですけれども、５ページの交付金算定の見直しの話ですが、

確かに努力した結果、よい成果が得られたところに対してインセンティブをつけるという

ことには、私も賛成ですけれども、もし達成できなかった場合という下のケースと比較し

たときに、非対称であると問題が起きる可能性が非常にあるのではないか。つまりよいほ

うをよりよく評価してあげて、悪いほうは多少仕方がなかったことだとして、それほど厳

しく対応しないということだと、極端に言えば、中期目標期間内での収益の操作というこ

とがあるということだと思います。 

 これは起きていないと信じていますし、起こらないと信じたいわけですけれども、極端

に言えば、本来、得られるであろう収入が、毎年それほど大きく変わらないはずだという

ことでありながら、前の年と後ろの年との間での操作で、収入がより多く入るようにする
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年と、それより多く入らない年という形で、年度間での収入の操作が仮にある程度できた

とします。そのときに、よりよいほうをより高く評価し、悪くなったところはやむを得な

いということで、それほど厳しく対応しないということになりますと、よりよく評価した

ほうが、よりよくなって、極端に言えば、よくしたほうで得られるゲインと、悪くしたほ

うで失うロスとの間では、ゲインのほうが大きくなるということが起こりかねない。そう

いうことは、さすがにないと信じたいわけですが、もし仕組み上そうなっていると、そう

いう誘因に捉われるおそれもなきにしもあらずです。 

 そういう意味なので、中期目標期間の間は、ある程度そこはニュートラルになるように、

つまり頑張った分は、それはそれとして認めるけれども、悪かった、達成できなかった分

は、それはそれとしてきちんと対応するという、できるだけ非対称にならないような対応

というのは、ある程度やらざるを得ないんだろう。それは先ほど冒頭に申し上げたように、

よい経営をどんどん促すんだという状況に、今の段階ではないと思います。次のステップ

ではあるとは思いますけれども、今の段階ではないそうではない。 

 もう一つ申し上げると、独法だけが主務官庁から離れて、そういう努力をするというこ

とでやっているわけではなくて、前回の会議で私が申し上げたわけですけれども、担当部

局もある種一蓮托生になっている面が、今のところではある。その一蓮托生の部分がなく

なって、本当にエージェントとプリンシパルとの関係が中立的に構築できるようになった

ら、今以上に独法の経営努力を認めることがあっていいと思うんですが、現状では事務局

案をベースにしたところぐらいまでだと思います。それ以上により独法の努力を大きく評

価する、成果を大きく評価するというところまでにはならないと思っております。 

○座長 ありがとうございました。 

 委員、どうぞ。 

○委員 研究開発動向の実態のほうから、少しコメントいたします。私は最初のときにも

申し上げましたけれども、特に研究開発独法の場合のインセンティブですが、自己収入、

例えば知財収入とか、あるいは産業界との連携による共同研究の収入とか、いろいろあり

ますが、それが一定程度の収入といいますか、交付金の減額をさらに減らすという提案は、

非常によろしいと思います。ただし、これが５割が適当かどうかというのは、今後の精査

が必要だと思います。 

 一方、今のお話でもありました損金といいますか、目標が達成できなかったものをどう

するかというのは、事務局の御説明にもありましたように、慎重にすべきということだと

思います。ここは非常に微妙な問題といいますか、例えば過去５年の傾向で自己収入を設

定いたしますが、その設定の仕方は、多分主務大臣との話し合いで決まるのだろうと思い

ます。その設定をどの程度にするかによって、今の基準の額が変わってきますので、その

部分の事前の考え方というのは、きちんと整理しておく必要があると思います。端的に言

えば、これを低くしてしまえば、自己収入のプラス分は増えるわけですし、マイナス分は

減るということです。研究開発独法の場合、どういう設定が必要なのかというのは、非常
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に重要な考え方だと思います。 

 もう一つ、費用進行基準の考え方です。これは法令というよりは、むしろ運用という話

だったと思いますが、今までは費用進行基準でやってきたことが多く、特に研究開発独法

はそれが多いと思いますが、一方で、業務の対応関係が示せない場合、一律に全て業務達

成基準でいいのかというのは、少し疑問が残るというのが、私のコメントです。 

 以上です。 

○座長 ありがとうございました。 

 何かございますか。副大臣、どうぞ。 

○寺田内閣府副大臣 いろいろと貴重な御意見をありがとうございます。 

 これまでほとんどが費用進行基準です。費用の支出をそのまま収益化した。そうではな

くて、交付金を費用化して、まさに目標に対してどれだけ実現したかによって計上する、

業務達成基準にシフトをしていくべきという意味では、おっしゃるとおりだと思います。

まさに信賞必罰、本当に自助努力した部分は報われる。先ほどの表だと半返しです。逆に

いろいろな要因で達成できなかったものについては、減額になるという、まさに上下、両

案が示されております。独法の自主性、裁量性も考慮しながら、信賞必罰系に移っていく。

その意味では、業務達成基準のウエートを増やしつつ、これでプロジェクトごとの予算費

目がきちんと打ち立てられれば、まさにプロジェクトファイナンス、予算の見せ方にも絡

みますが、プロジェクトごとの趣旨が明確になると思います。 

 現実、金融の世界では、ほとんどプロジェクトファイナンスの形で実現化しておりまし

たし、独法の中でも、金融独法がかなり進んでいるのも事実であります。おっしゃるとお

り、研究開発法人はなかなか難しい要素があります。どういう係数を掛けていくのか。こ

れは効率化係数にしても、あるいは政策係数にしても、基礎研究の分野のように、直ちに

成果が見えないものについては、かなりロングタームで、このプロジェクトの介入期間を

見ていく必要があろうかと思います。そこはまた類型化の議論の中でこなしていくことが

できればと思います。 

 特に基金であるとか、出資金であるとか、委託費、この３項目は、かなりの独法指数の

ウエートを占めております。現実、私が財政当局にいたときも、そういった目で見ざるを

得ない部分が、財政規律の観点からもあるわけでありまして、その意味で、先ほどの予算

の見せ方、特に運営費交付金の一括の中の事業費、特に人件費部分とそれ以外、人件費、

物件費の区分け、あるいはそうした横ぐし的な効率化のあり方、こうしたものも目的積立

金あるいは基金のあり方とともに、御議論を賜れればと思います。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。 

 インセンティブの問題をまず取り上げたいと思うんですが、確かに自己収入を増やして、

その分、交付金が削減されてしまうということでは、一生懸命頑張ろうという気にならな

いという、独法側の気持ちは大変理解できる。一方で、独法制度の趣旨からすると、弾力
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的かつ効率的な財政運営を行うことができる仕組みにするという大命題がありまして、そ

この趣旨に照らせば、やはり政策目的の達成に必要な財政資金をできるだけ節約すること

も求められている。つまり余ったものは国庫に返すというのが原則です。 

 そのバランスをどうとるのかという議論は、これからだと思いますけれども、先ほど来、

一定割合というのは、半分という例示を出されていますが、半分が適当なのか、30％なら

いいのかというのは、多分それだけ数字を取り上げても、根拠のある議論というのはでき

ないだろうと思います。それは個々の法人によっても違うでしょうし、先ほどお話があっ

たように、もともとの交付金の立て方、自己収入がどれぐらいで、どうなりそうだという、

そこのあんばいによっても違ってくるということなので、制度自体がちゃんと回っている

のかということを点検する必要があると思います。 

 ２ページで、運営費交付金について、いろいろな問題点が指摘されています。積算の内

訳や執行額が不明であるとか、見積もりが適切に行われていない。インセンティブの制度

は必要だろうと思いますけれども、どのぐらい認めるのかとか、そうしたことになります

と、この部分がちゃんと解決されていなければ、つまり適正さが担保される制度になって

いなければ、他の委員もおっしゃったように、インセンティブでつけてあげましょうとい

うのは難しいと思います。 

 問題点の解決策というのは、ペーパーを見る限り、余り具体的には書かれていなくて、

適切に使用する責務を明記するとか、食い違いが大きい場合には、理由を説明するという

ことは書かれています。前回、御説明があった、チェックのシステムなどが該当するんだ

と思いますけれども、その辺りをしっかりやっていかないと、インセンティブの議論に一

足飛びにいくのは、ちょっと危険があると思います。 

 それから、観点の違う話で、４ページの見積もりのイメージという図を見て、独法とし

ては、このように税金でお金をいただくわけだから、それをどこにどう使って、どういう

成果を上げるのかということを、独法側としてしっかり計画するというのは、大変重要だ

ろうと思います。 

 ただ、予算書の参考資料としてつけるとなると、１ページ目の２番目の●で、運営費交

付金は独法ごとに一項一目とし、使途の内訳は特定せずとあります。ところが、予算書を

見ると、参考書類に事細かに使途は書いてあるというのは、運用で先ほどやるというお話

があったと思うんですけれども、大きく掲げているものと、実際の運用の部分に乖離があ

る。もしなんだったら、大方針をもう少し工夫して打ち出してもいいという気がいたしま

した。 

 以上です。 

○座長 ありがとうございます。 

 そのほかにございますか。委員、どうぞ。 

○委員 １ページ目の先ほど少し議論になった、政策係数のお話で、これから実態を調査

していただけるというお話なんですが、新しい制度の中で、ここの部分はめり張りをつけ
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た形の資源配分に供していただけたらという思いがございます。これは各主務省自身が、

政策体系が変化して、重点化していく中で、ここの係数はめり張りをつけて、上にも下に

も動かしていただく。限られた資源の中で、全部の事業が必要なんだけれども、やはりと

きの政府として、政策実行にはこれがよりよくて、その政策係数に変化が出て、変化をさ

せますと、多分目標を具体的に与えないと、上に行っても、逆に削るにしても、どれを削

るんだということを、主務省と独法の間できちんとせざるを得なくなるのではないかと思

います。 

 そういう意味では、こういう変化があるときというのは、お互いに一番緊張関係が出ま

すので、政策係数についての透明度と説明度を上げていただけたりしますと、各独法ごと

にどういうふうに資源配分を主務省が考えてされているかという部分は、かなりプリンシ

パルとエージェンシーの関係の緊張感を持っていただけるものになるのではないか。何と

なく前年比横ばいとか、一律というのは、ある意味、査定者としては楽でございます。今、

効率化係数も大体一律になっているんですけれども、この後の待遇の問題もみんな同じな

んですが、差をつけるというのは、査定者にとって一番つらいことですから、逆に査定さ

れる立場との緊張関係に供するのではないかという気がいたしまして、ここのところを少

し御議論いただければという気がいたします。 

○座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。委員どうぞ。 

○委員 自己収入の扱いですけれども、今、国家としては、成長戦略が重要です。イノベ

ーションを起こすことが重要でしょうし、研究開発法人などで、知財収入などは、法人の

取り分として、かなり多くしていいのではないかと、思うんですが、いかがでしょうか。 

○座長 いかがですか。 

 確かに委員がおっしゃったことと関係するかもしれません。そのときの政策目標によっ

て、一律である必要はないのかもわかりません。誰が決めるのかという問題はあるにして

も、今回は重点をここに置くとか、今回は別のところに重点を置くとか、そういうことが

あってもいいのかもわかりません。 

 委員、どうぞ。 

○委員 先ほど委員がおっしゃったように、国からの投資という考え方が重要だと思いま

す。いかに社内に留保させるか、あるいは株主に戻すかという考え方と似ていますので、

そこは一律というよりは、投資をどう考えるかという部分も必要だと思います。 

○座長 どうぞ。 

○委員 議論が一般的な話になりますけれども、あるお金で何をやるかという議論と、何

かをやるためにどれだけのお金が要るかという議論と、両方が明確に区別されないままき

ているわけです。もちろん今後それぞれの独法のミッションを含めて、類型化のところで

議論が進んでいくと思いますけれども、少なくとも会社等で事業見直しをやるときには、

いつもゼロベースでということでやります。そこでやるべきことに対して、どれだけの費
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用がかかり、どれだけの予算を組むべきかという議論でやらないと、今、抱えている予算

規模の中で何ができるかという議論をやると、ある意味ではぐちゃぐちゃになってしまう

ということがあるわけです。だから、基本的には、先ほどのインセンティブの話もそうで

すけれども、利益処分というときには、そのときの事業計画の中で、将来的に自分たちが

何に対してどれだけのお金が必要なのかということを、きちんと説明責任を果たしながら、

そのうちで必要な額はきちんと国民に還元する、戻すという、その辺のところを明確にす

るという観点に立てば、一律というわけにはいかないかもしれないという気がします。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 各委員の方がいろいろな御意見を言う際に、どういう独立行政法人の種類を頭に

浮かべながらお話をしているかによって、御意見が大分変わってくると思います。例えば

科学技術の研究の法人も、営々と地味な行政を担っているようなところもあって、その辺

をもうちょっと整理して議論したほうがいいという気がします。 

○座長 やがては各独法の形によって、詳細に決めなければいけないことなんですが、今

回はとりあえずこういうことです。 

 どうぞ。 

○委員 別の話でもよろしいですか。 

○座長 いや、それでは、委員、どうぞ。 

○委員 今の委員の話に関連して、まさにおっしゃるとおりだと思います。類型化という

話が、恐らく次の会の議論になると思うので、そこで議論することだと思いますが、ここ

で言っている目的積立金という話は、どちらかというと、ジェネラルルールとしての部分

だと理解して、私は議論しているつもりです。 

 目的積立金に関しては、独立行政法人という仕組みの中に類型は分かれるとしても、位

置づけられる法人においては、どちらかというと、通常業務の中で、年度間に出入りが変

動するという場合のところで、どう使うかということなんだろうと思います。そういう意

味では、これまでに事務局の説明もありましたし、見直しのイメージの中で出てきたこと

というのは、先ほど申し上げた意見につけ加えることになります。 

 あと一点だけあるとすれば、これも金融ということかもしれませんが、例えば６ページ

の上の例ですけれども、剰余金処分の見直しの中で、100の費用で業務を実施することを予

定して、100交付金がきたけれども、節約できた。ここの場合は、よくある悪い例というの

は、これは独法に限らないわけですけれども、過大に費用を見積もって、より多く賄って

もらうべきお金を得て、実際はそうでないということを事前に知りながら、それを隠して、

実際は費用が節約されたということでもって、その差額の幾らかを自分の懐に入れるとい

うやり方は、古今東西ありがちな話で、そういうことがないようにすることも、つけ加え

て重要なのではないか。つまり費用の過大計上を事前に認めないようにする。もちろんこ

れは査定を受けていることを前提に、それがないということを念頭に置いたイメージ図だ

という理解をしておりますけれども、それをきちんと阻む、ないしはもし過大計上とおぼ
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しきものが後々判明した場合には、一時的に目的積立金として節減分の一部を当該法人に

残すということが起こったとしても、剥奪するとか、そういうことがないと、剰余金の処

分において、目的積立金にそれを充当してよいというわけにはいかないだろう。 

 さはさりながら、事業を営む上で必要な資金を確保できなければ、せっかくの努力も報

われないということで、これは目的積立金という名前ではなくて、類型別に何らかの基金

を設けて、場合によっては、中期目標期間を超えた形で存置するということであってもい

いとは思います。目的積立金とここで呼んでいるものとは違う基金が、適切な形で設けら

れるということであれば、ここで国に戻せとか、残させてほしいという話、水争いみたい

な話はもう少し整理できると思います。 

○座長 ありがとうございました。 

 今のことに関係しますか。 

○委員 関係するといえば、関係します。 

○座長 それでは、委員、どうぞ。 

 その後、委員、その次に関係ないことなので、委員、どうぞ。 

○委員 今まで議論を聞かせていただいて、そもそも独立行政法人はどうあるべきかとい

うところを、もう１度考えてみる必要があるのではないかと思います。24年度法案ですと、

「独立」が消えた形になっているんですが、今回は独立行政法人という形で「独立」は残

す。であれば、独立行政法人が独立するための独立性が担保される必要があるのではない

かと思っています。 

 その中で一番ポイントになるのが、皆さん御議論されているとおりで、交付金がいかに

適切に算定できるか、そこにかかっていると思います。それを効率的・効果的に運用して

いくのが法人の責務。そのときにどうすればそれができるか。その中にはインセンティブ

も必要で、これはかなり大きな部分で必要だと思っています。 

 委員がおっしゃったように、悪い経営を阻止する仕組みも必要だと思うんですけれども、

性善説でいくと、もしかしたら、経営努力を認めてもらえなかったからこうなってしまっ

たというところもなくはない、法人の方と接しているとそう思うところがあります。 

 その中で交付金をいかに適切に算定するか。それを国民に公表して、国民に納得してい

ただくというところが一番重要で、そのために何が必要か。そのための手段として、国の

予算書、こういった形で積算しましたというものも、材料としてはあってもいいと思うん

ですが、事業別まで細かくするのではなくて、法人枠配の考え方、法人にこれだけの交付

金を出して、その中でしっかり運用していく、マネジメントしてしっかり成果を出す。そ

のスタンスをとったほうがいいのではないかというのが、私の意見です。 

 そこから踏まえると、この見直し案の、事業別予算というのはどのレベルなのか。プロ

ジェクトなのか、プログラムなのか。国民に説明するためには、ある程度こういった形の

ものは必要になるが、事業レベルの細かいところですと、事業の積み上げになってしまう。

ゼロベースの見直しなどはできなくなって、そこに法人の裁量が全く入らなくなってしま
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うので、もしこういう形で出されるのであれば、プログラムレベルにするとか、法人が自

分の力を最大限発揮できる方法をとり入れた形で検討していただくことも、１つの方法だ

と思います。 

 以上です。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 私は性悪説を立てたわけでは決してありません。とてもいい経営者がいらっしゃ

る独法というのは、よくわかっているんですけれども、例えばロケットの打ち上げに失敗

しただけで怒る国民が多くいるというのが、この日本なので、そこはきちんとしないとい

かぬということだと思います。 

○委員 そのためには説明をしっかりしなければいけないというのは、本当に基本的な話

ですので、国民に説明するための資料として、どういうものが必要なのか、そういった考

え方でのプロセスもありかと思います。 

○座長 ありがとうございます。 

 委員、簡単にお願いします。 

○委員 先ほどの類型化の話のところだと思うんですが、少しインセンティブなどにも関

係するものでございます。５ページもそうなんですけれども、独法はそもそも拡大再生産

に対する裁量が余りないんだという前提で、制度的たてつけがあって、そこが一般の営利

企業とかなり違われる。そうは言っても、実態的には拡大再生産に近い性格を持っている、

成果をどんどん大きくしていこうという、そういう性格の独法もおありにはなると思うの

で、その辺は議論の中で整理をしていかざるを得ない。 

 ５ページの図でも、事業規模が上がることがいいのか、そうでないのかということがあ

って、独法の性格によっては、インセンティブのつけ方も変わってくる可能性があるとい

うこともありますので、今後、類型化の話のところで構わないと思うんですけれども、特

殊法人から流れてきたりして、拡大再生産に近い、要するに民営化に近いようなものも入

っていたりということで、一番難しいのは試験研究法人だと思いますが、その辺を御検討

いただけたらと思います。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。 

 幾つかありまして、簡単に申します。 

 先ほど委員が申し上げておられたことなんですけれども、１ページ目の運営費交付金の

趣旨と、４ページの積算の上げ方は違うのではないかとおっしゃった。事務方が言われな

かったので、言いたくなって言いますけれども、１ページの趣旨は、国が使途を特定しな

いところに一番大きな目的があると思っています。当時からそういうことでして、国とし

て一項一目を立てて、運営費交付金は枠予算として独立行政法人に与える。その後の使途

は独立行政法人側で適切にやってくださいということで、国側から細かい指定はしません

という大きな前提があると思っています。ただ、そういうことをやった後で、独立行政法
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人側でどういう事業に使ったかということがわからないままになってきたので、独立行政

法人側が自らこういうことに使いますということをわかりやすく国民に説明する必要があ

るだろう。それを予算書に添付をしたらどうか。 

 ただし、これは国が強制をしたものではありません。だから、わかりやすく独立行政法

人が見せなければいけない。わかりやすく見せるためには、先ほど委員がおっしゃったよ

うに、プログラム別に出すべきだと思います。こういう事業、プログラムに予算を使うと

いうことを予定しております、結果が終わりました、決算が出ました、乖離が出ました、

説明をしてください、そういう流れだと思います。それが評価にうまく適用できる、そう

いう話だと思いますので、ここは矛盾しているのではなくて、そういう趣旨の違いをうま

く次の見直しに結び付けていく提案だと思っています。 

 もう一点、これは言い方を注意しなければいけないと思っているんですが、先ほど委員

が性悪説ではないんだけれどもとおっしゃったところなんですが、確かに国民はロケット

が落ちたからだということはあるんですが、他方で私が気になるのは、独立行政法人の事

業とかいろんなものを国民が見るのは、やはりマスコミを通じて見るんだと思います。マ

スコミの委員がいらっしゃる中で、こういう言い方はあれなんですが、マスコミのうまい

説明ができていないケースが非常に多いと思っています。 

 例えば数年前にあったのは、減価償却費は独立行政法人のほうではなされていないとい

うことが一面に出て、それは独立行政法人の会計基準の理解をその記者がしていなかった

がために、間違った情報が国民に流れて、独立行政法人においては、減価償却がなされて

いないということが出るんです。それは独立行政法人の制度の趣旨がうまく伝わっていな

いということに問題があるのかもしれませんけれども、そういうことを通じて、独立行政

法人にとって、不本意な見方がマスコミに伝わっているケースはあると思っています。 

 そういうものを前提にした国民の目線が形成されているから、かえって、独立行政法人

側に悪い影響が出て、いろんな萎縮になっている。私はそういう側面もあると思っていま

すので、必ずしも悪い経営が悪い独立行政法人から生まれてきたとは思っていなくて、意

外と独立行政法人の経営が悪いように曲解をされているケースがあるのではないか。これ

は私の個人的な意見ですけれども、あると思いますので、そこら辺も十分に考慮していた

だいて、独立行政法人の将来のよりよい経営に結び付くような議論にしていただかないと、

今、悪いものを強調されてしまうと、かえってよくないケースにあると思っています。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 私が誤解をしてコメントをしていたと思われていたようですが、今、おっしゃら

れたこと、これはあくまで添付書類であって、参考資料だということは十分に理解した上

で、先ほどコメントさせていただきました。 

○委員 ですから、ポイントは、国が指定しているのではなくて、独立行政法人側という

ことを申し上げているんです。 

○委員 それも理解しています。 
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 ただ、１ページでいきますと、国の予算措置として云々と書いてある以上、参考書類と

いえども、予算書と一緒に付いていると、何か国の関与があるのではないかと思われるの

ではないでしょうかということを申し上げたかった。別につけてはいかぬということを言

っているのではなくて、そうであるならば、大もとの部分をいじらず御都合主義でやるよ

りも、改めてこの有識者懇談会であるとか、政府などで、この際、変えた言い方を１回出

してもいいのではないかというつもりで言ったのです。 

○座長 いいですか。時間が相当経ってしまいました。 

 あとは事務局でもう一遍よく見ていただきたいんですが、これは委員とか、私も議論し

ているんですが、運営費交付金だけではなくて、先ほど寺田副大臣もおっしゃったし、山

本先生もおっしゃったんですけれども、補助金だとか、委託費、そちらのほうが多い場合

があるんです。それは一体何なんだ。運営費交付金が減っていると思ったら、委託費がぐ

っと増えたり、補助金が増えたりして、トータルはかえって増えているみたいなところが

ある。増えていることが悪いことではないんですが、全体のマネジメントを財政的にどう

していくのか。そこもどこかで議論ができればと思いますので、よろしくお願いします。 

 時間でありますので、次の議論に移らせていただきたいと思います。次は後半の議題で

あります、報酬・給与に移りたいと思いますが、先ほどの資料１－１の続きを事務局よろ

しくお願いします。 

○事務局 それでは、簡単に御説明をさせていただきます。 

 資料本体は11ページ以下、４枚でございます。それから、参考資料でつけてございます

資料１－２は、55ページ以下になりますので、あわせてお手元に開いておいていただけれ

ばと存じます。 

 資料１－１の11ページでございますが「独立行政法人の役職員の報酬・給与に関する制

度について」でございます。 

 「問題意識・論点」でございますが、最初のポツでございますが、一部の法人において

は、明らかに国家公務員より高い給与水準になっている。一方、法人の自律性により、法

人の自主的な運営を確保することになっておりまして、国民から見ても、給与水準の適正

化をどう図るかということが、従来も大きな課題になっているわけでございます。 

 資料１－２の55ページ以下に、そういうことで独法制度ができたときに、便宜的にラス

パイレス指数を算出して、大まかに国家公務員との比較しようということで、試みはやっ

ております。人事院が対民間企業比較というものを精密に行っておりますが、それに比べ

ますと、職務・職責の勘案を行っていないなど、一定の限界があります。それを踏まえた

公表の改善が必要ではないかということが問題意識でございます。 

 また、独法制度については、先ほどから御議論がございますように、基本的には成果重

視ということで、業績評価などを給与に反映するということが、現行の通則法でも規定さ

れるわけですが、昇給や昇格への反映などについては、国家公務員の規定と同じ独法も多

うございまして、同等にとどまっている法人が多い。そういうことで、法人の業務に応じ
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まして、年俸制、業績給与など、より柔軟な給与制度を導入して、職員の意欲向上につな

げ、業績を向上させることができるのではないかという問題意識でございます。給与制度

というのは、ある意味で、職員に対するメッセージでございますので、これをどう考える

かということかと存じます。 

 現行制度を説明させていだたきますと、左側のところでございますが、人件費の総額に

つきましては、国が中期計画の認可を通じて関与するという制度になっておりますが、基

準については、自律的な運営と労使自治の観点から、国の関与を制限するというたてつけ

になってございます。 

 人件費のことでございますが、そういうことで、中期目標に照らして適正に決定するこ

とになっておりまして、主務大臣が財務大臣と協議を行った上で認可をする。中期計画期

間内の人件費の総額については、主務大臣・財務大臣による統制が働くという仕組みにな

っております。 

 毎年のことは、届出で済むということでございます。 

 支給基準につきましては、法律で当該法人・役職員の業績を考慮するということが書か

れておりまして、これはそれぞれ法人で作成して、届けた上で、ホームページ等で公表さ

れております。 

 特に職員のほうですが、特定独法については、国家公務員給与、民間企業の従業員給与、

法人の業務実績を考慮と法律に書いてある。 

 非特定独法、公務員義務のない普通の独法については、法人の業務実績を考慮して、社

会一般情勢適合ということが、書いてあるということでございます。 

 「今後の法制度の見直しの方向性」は、24年法の考え方を引き継いでおるわけでござい

ますが、中期統制というのは、現行制度と同様でいいのではないか。 

 役員報酬については、これまで閣議決定により上限を設けておりましたが、そういう運

用実績を踏まえて、上限を設ける旨を法律上明記してございます。 

 職員給与につきましては、明確化してはどうかということです。 

 中期目標行政法人というのは、前の案での名前でございますけれども、こちらについて

は、社会一般情勢適合というものを、国家公務員や民間企業の従業員の給与等を勘案する

と設定の考え方を具体的に明記する。 

 一方で、先ほどから類型化の御議論等がございますが、職務の特性及び雇用形態を考慮

事項として追加するということを、明記しようということでございます。 

 行政執行法人は、国家公務員の身分を持っているということ、国に非常に近いというこ

とで、国家公務員給与を参酌するとなっています。参酌は、法令用語では、考慮より強い

用語ということで、定めております。 

  12ページでございますが「独立行政法人の役職員の報酬・給与に関する運用と情報公

開の改善について」でございます。 

 「独立行政法人ラスパイレス指数等の近年の推移」ということで、これは資料１－２の
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56ページをごらんいただきますと、推移が載ってございます。 

 資料１－１にも推移表は載ってございますが、今は104.0ということです。くどくて恐縮

ですけれども、これは国家公務員の民間給与比較とは異なりまして、独法ラス指数には職

務・職責を勘案していないなど、限界が存在するということでございます。 

 平均の年間給与額というのは、692万円ぐらいになっている。これは小泉内閣のときにや

りました行政改革推進法、独法の外から天下り的に下りてきた話でございますが、その総

人件費改革の取り組みなどで、漸減傾向になっているということでございます。 

 「給与水準の適正化」のところでございますが、今後の取り組みとして、現行の運用も

踏まえて、こういうことで考えてみたらどうかということを書いてございます。 

 各法人の説明責任の徹底・水準の適正化に向けた取り組みということで、国家公務員に

比べて、給与水準の高い法人については、その水準が高い理由を分析させる。先ほど言い

ましたように、ラスは限界がございまして、そういうものも含めてどうなっているのかと

いうことを分析した上で、国民に対して納得が得られる説明を行ってもらう。 

 主務大臣は、水準が高いものに対しては検証を行って、国民の納得が得られないと考え

られる場合は、納得が得られる水準となるように独法に見直しを要請する。 

 そうさせた場合には、独法のほうで、目指す数値目標、目標年次、講ずる措置を公表し

ていこうということでございます。 

 もう一つは、今でも毎年１回、非常に詳細な給与の資料は公表しているんですが、どう

もわかりにくいとございました。先ほどメディアの方にわかりにくいという話もあったん

ですが、例えばということで、25歳の係員クラスとか、45歳の課長クラスとか、公務員で

やっているわけですが、そういう代表的なモデルをつくってみて、それで年間の給与総額

などの公表を検討してはどうかということでございます。 

 右でございますが「業績反映の促進」ということで、独法制度の趣旨を踏まえて、こう

いうことを考えたらどうかということですが、業務の特性を踏まえた業績評価の給与への

反映や、より柔軟な給与制度の導入に向けた各種指標の作成・公表をしてはどうかという

ことでございます。年俸制やそれ以外の業績給の各法人ごとの導入実績を公表してもらっ

たらどうか、あるいは各法人の給与総額に占める業績給部分の割合の推移を公表していた

だいたらどうか。 

 それから、業績給の導入により、どの程度年間給与に格差が生じたかを示すデータを公

表していただいたらどうかということでございます。 

 まさに業績評価による信賞必罰の徹底の検討ということで、これは資料１－２の最後の

ページについています自民党の公約でも、公的セクターの職員に対する信賞必罰の重要性

が言われております。賞のほうでは、報奨金の導入という話、必罰のほうでは、成績不良

者に対する厳正な対応の検討ということも課題になっているのではないかということでご

ざいます。 

 時間が余りないので、説明は簡単にさせていただきますが、資料１－２の59ページをご
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らんいただきますと、柔軟な給与制度を導入している先進事例といたしまして、理化学研

究所の例を挙げさせていただいております。 

 理化学研究所では、独法ラスの対象になっている職員というのは、全体の２割弱という

ことでして、定年制というのは、任期のない、いわゆる日本でいう正社員という方々です

が、従来言われている人たちは２割を切っているということです。 

 ほかの人は退職金もない任期制です。これは公務員の給与体系と合わないので、ラスパ

イレス指数の対象の外になっているということでございまして、こういう形で実際の運用

が行われている。 

 先ほど例に挙げました、報奨金制度なども導入されている。理化学研というのは、かな

り思い切った給与制度を導入しているということで、研究開発法人については、こういう

モデルケースもあるわけなので、こういうものもぜひ考慮していくべきではないか。ただ、

独法全体では、最初に申しましたように、柔軟な給与制度というのは、本格的に検討が進

んでいないので、この際、こういうものの導入を促すような取り組みは重要ではないかと

いうことでございます。 

 資料１－１の13ページは、今、御説明したものをポンチ絵にしたものでございまして、

現行やっているものに対して、これは毎年夏ごろに公表しているわけでありますが、それ

に新規措置ということで、給与水準の適正化・業績反映の促進をやっていったらどうかと

いうことでございます。 

 14ページは実際のモデル例ということで、先ほど御説明した国家公務員の年間給与モデ

ルみたいなものは、こんな感じで示すとわかりやすいのではないかということです。 

 左側ですが、業績給の割合、だんだん増えているようなことがわかればいいのではない

かとか、あとは、まさに業績給が入れば、ばらつきが出る、分散が出るということで、そ

ういうものがわかるように、めり張りがつくようにしております。この例だと発給で1,500

万もらっている人もいれば、半分の人もいる。これは仮説例ですが、そういう形でめり張

りをディスクロしていったらどうかということでございます。 

 資料１－２の60ページ、61ページは、公務員と独法の運用。 

 62ページは、細かくなりますが、24年法と現行法の法律の条文を御参考までにつけてあ

りますので、またごらんいただければと思います。 

 以上でございます。 

○座長 寺田副大臣からお願いします。 

○寺田内閣府副大臣 １点だけ補足でございます。 

 今の事務局の説明のとおりですけれども、御承知のおり、いわゆる三公社は、今は民営

化をされて、NTT、JR、JTとなっておりまして、民間の世界ですから、公務員給与よりも現

状は高くなっているわけです。公務員の縛り、枠の中であれば、こういう世界ですけれど

も、民営化すれば、自由奔放にやっていただけるのは当然のことであります。 

 ちなみに、政府が絡んでいる民間法人も調べてみました。残念ながら、資料をお示しす
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ることはできないんですが、例えば企業再生支援機構は民間法人です。あと、東日本の震

災の支援機構、これはいずれも民間で、銀行のOBあるいは専門家も多々入っているわけで

すが、例えば東日本の震災の支援機構は、国家公務員平均よりかなり低くなっております。

民間法人だけれども、国が絡んでいる法人ということで、低くなっているわけです。申し

わけないようなお給料で、相当の専門家に来ていただいているのが実態であります。 

 そのことは、企業再生支援機構（ETIC）、あるいはその後継である地域経済活性化支援

機構（REVIC）、こうした諸機構についても同様のこととなっております。 

 補足でございました。 

○座長 ありがとうございます。 

 委員、初めてですね。 

○委員  私は平成13年１月から、独法の政独委のほうのメンバーでずっとやってきまし

た。当初は政府から切り出した先行独法が五十幾つありまして、素朴な評価をやっていた

ように思います。 

 驚いたのは、国の組織が非常にいい加減なところが多かったと思います。例えば自動車

検査を評価したときに、どの検査所で年間何件やっていますかと聞いたら、そんなデータ

はとっておりませんという、驚くような答えがあったのを覚えています。 

 何とか毎年データを集めて示されるようになって、徐々に制度が乗ってきたと思ったと

ころに、移行独法が入ってきて、今度は緑資源だとか、非常に大物、いろいろ問題を抱え

たものが入ってきて、これが世間の注目を集めて、独法というのは悪いものだというレッ

テルがはられて、その後、改革の連続ということになっていると思います。 

 もちろん先行独法の中にも努力が足りなかったところはあると思いますけれども、もっ

とさかのぼっていえば、現行の公務組織の中にも非常にルーズなところがたくさんあって、

そちらのほうも別の場所で改革していく必要があると思っております。 

 今、お示しいただいた資料の中で、何点かあるんですけれども、１つは副大臣もおっし

ゃったように、例えば印刷・造幣のような現業部門と呼ばれるようなところについて、昔

のようにはラスが低くはないということがあります。これは先ほど職種別の比較というと

ころで、事務局にお示ししていただいたんですけれども、事務技術は行政職一表と、医師

については医療職一表と比較していますということなんですが、例えば印刷・造幣につい

て、行政職二表と比較するということは、やっておられないんです。そこが一番大きな問

題点で、そこのところは、職種に合わせた比較が必要になってくるのではないか思います。 

 １つ、高止まりで出てくるところは、組織の構成のいびつさ、部長のもとに係員が３人

だとか、課長のもとに係員が１人とか、そういった組織もあります。今、民間になってし

まいましたけれども、税関の機構などのところは、非常に頭でっかちな組織をつくってお

られたので、それが非常に高いラスを導き出したということもあります。 

 そういうことでいうと、先ほど職務・職責を比較するということも、考慮に入れてとお

っしゃいました。大変結構だと思いますが、それを入れるのはなかなか難しい。どういう
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指標でそれを入れていくのかというのは、難しいことなんですが、何とか工夫して入れて

いただきたいと思います。 

 他方で、組織の比較といった場合、どういうポジションが何割ぐらいいるのかとか、そ

ういうことも、これは組織の自律性を損なったらいけないので、そのことでだめだという

ことではないんですけれども、どういうポジションの人たちが何パーセントいるのか。部

長が５割で、課長が２割、係員が１割という組織もあるかもしれません。そういうところ

を調べるようなことも始めてはいいのではないかと思います。 

 以上でございます。 

○座長 ありがとうございました。 

 そのほかに何かございますか。委員、どうぞ。 

○委員 報酬のことで１つ、理化学研究所の例で、任期制というものが入っていて、非常

にめり張りの効いたことをしている。これは研究開発をするところならではのことだと思

います。 

 その点で考えると、11ページ目の「今後の法制度の見直しの方向性」というところで、

役員報酬については、今、閣議決定で上限を定めているけれども、法律で上限を定める、

ぴしっと枠をするということです。研究開発の法人の場合には、トップに世界的な権威と

か、世界の何とかと呼ばれるような人を招聘したい。これは国家プロジェクトとして大い

に推進したいというときに、法律で上限を決めてしまうと、政治判断の余地がなくなって

しまって、大変なチャンスを逃してしまうことになりはしないかということが、ちょっと

心配であります。そこには一定の柔軟性を設けるか、あるいは先ほど来議論になっている

法人の種類、カテゴリーによって、制度がある程度違ってもいいという感じがしましたの

で、一言申し上げておきます。 

○座長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがですか。 

○事務局 おっしゃるとおりでございまして、そういった趣旨で一定の柔軟性を設けられ

る、あるいは例外を設けられるように、要するに上限を決めるということ法律で書くので

あって、上限をどの水準にするか、あるいはおっしゃられたような人を招聘するときに、

例外をつける。その場合には一定の手続をしたり、一定のさらなる公表、ディスクロージ

ャーを強めるかわりに、今の上限ですと、次官が上限になっていますが、それを超えるよ

うなことができるという手続を書いておくということなんだろうと、我々では思っており

ます。 

○座長 それでよろしいですか。 

 委員、どうぞ。 

○委員 役員の報酬については、既に公表しなければならないことになっているというこ

とですので、役員報酬についての公開は、引き続き行っていただくと同時に、もし上限に

ついて適用を緩めるということであれば、さらなる公開と責任をとっていただくことが必
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要なのではないかと思います。 

 極端に言えば、プロ野球選手とか、大リーガーの選手は、まさに年俸幾らと出ているわ

けで、別に独法とプロ野球の球団とを比較するわけではないですけれども、単純に言えば、

これだけの報酬をもらって、これだけの成績を上げたら、よく頑張ったとファンから言っ

てもらえるか、それとも全然打たないのではないかとか、そういうふうに揶揄される。そ

れで本人もある種の責任をとるということがあって、初めてそれなりに高い報酬が、プロ

野球選手とか、大リーガーはもらえているということがあるんだと思います。ですから、

高い報酬をあげてはいけないと、事前に規制してしまうというよりは、むしろ高い報酬を

もらうかわりに、ちゃんとした仕事をしていただくということは、より明確にリンクさせ

て考えるべきなのではないか。 

 もう一つは、なぜそれだけの高い報酬をつけることにしたのかという根拠を明確に示せ

るようにしておくことが必要ではないか。なぜこの方にこれだけの報酬を出したのかとい

うと、そういうことだからですという根拠が示されることを通じて、もちろん皆が納得す

るとは思いませんけれども、一定の理解は得られるものにできるのではないかと思います。 

 もう一つは、職員だと思います。職員の中でもハイヤーランクの職員で、それなりに厚

遇しないと、国際的な競争も含めて、太刀打ちできない可能性があるという場合、今の段

階では、私の記憶がたしかならば、個々の職員の給与までは公開していないと思うんです

けれども、一定金額以上の報酬を出してもいいかわりに、一定の以上の金額を出した職員

の給与についても、役員報酬並みに公表することにしてはどうか。そうすると、職員のハ

イヤーランクの方の中でも、より高給を出さないと、国際競争等々の諸般の事情を考慮す

ると、太刀打ちできないということであれば、そこの部分については、公開を条件にして

認めるということにすれば、その問題は解消できる。 

 私は独法のことを悪く言いたいと思って、常々言っているわけではないんですが、公務

員給与に対する批判も全く同様だと思うんですが、根拠が不明確なまま、ジェラシーで高

いのではないかと言っている側面があると思っているわけです。そうすると、根拠が明確

にあって、さすがにその人にはそれだけの報酬・給与を出して差し上げないと、失礼にな

るとか、それは必要だとか、そういうことを多くの人に感じてもらうことを通じて、納得

感が出て、何も仕事をしない割には、高い給料を出しているということではないんだとい

うことを説明するということにもなると思います。 

○座長 ありがとうございます。 

 委員、どうぞ。 

○委員 今の委員のお話の中で、根拠、その他をオープンにして結果を出すという方向で

やっていく、全体の運営は賛成です。特に中期目標行政法人と言われている枠組みにおい

ては、そうだと思っています。 

 こういうことになる前に、１つお聞きしたいんですけれども、先ほどの議論にも関係し

ますが、独立行政法人の運営費交付金を中期計画で認可をしていく中で、人件費の総額だ
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けを特別切り出して認可をされている現状の仕組みになっていると思いますが、なぜいろ

んな諸経費がある中で、人件費だけを特別扱いのような形にして、取り出してくるかとい

う理由を教えていただきたい。 

 なぜこんなことを言うかと申しますと、きょうは企業経営者の方もいらっしゃるので、

逆にお聞きしたいんですけれども、民間企業を経営するときに、いろんな経費が当然出る

わけですが、人件費だけを特別に出しているのか。特別という言い方も、程度があるから

問題があるかもしれませんけれども、ほかの経費と比べて、このように総額の人件費だけ

枠を決めて、それ以外の経費との区分けをしているような経営の仕方というのは、どうい

う意味があるのか。国ではずっとこういうことをやっておりますし、予算書も人件費とい

う項目があって、特別に計上されていると思います。経営という観点から見ると、一定の

縛りを経営者に与えているような気がしておりまして、柔軟・効果的な経営という観点か

ら見ると、結構縛りがあるのではないかと、前からちょっとした疑問を持っておりますの

で、その辺をまずお伺いさせていただきたいと思います。これは事務局、あるいは永里先

生かもしれません。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 企業は、人件費であろうと、研究開発費であろうと、あるいはほかの費用であろ

うと、区別しておりません。全体のお金の中で考えますから、何かの理由があって、人件

費をそうすることはありますが、公開して、わざわざ別に区別することはありません。 

○委員 そういうことであれば、なおさら、どうして人件費というものをほかの経費と比

べて特別扱いをしているのか。根拠はあると思うんです。その根拠と独立行政法人で今後

いろんなことをやっていく、効果的にやってもらう、いろいろ議論はあると思いますが、

そこは国の制度を引きずって、独法の中に入っている部分なのかもしれないという疑問で

す。 

○座長 どうぞ。 

○事務局 平成13年当時、設立のときの制度設計の考え方というのは、我々ももう一度詳

しく調べてみたいと思いますけれども、基本的には人件費の特殊性ということなんだろう

と思います。つまり独法におけるものです。公的セクターでは、倒産しない、破綻しない

わけです。民間企業の場合には、全体のPLというものが必ず出てきて、経費の中で人件費

をあるときには抑えないと潰れてしまうために、抑えざるを得ないわけでございます。も

うかっているときは、人件費をどんどん増やせばいいという判断ができますけれども、先

ほどの財政規律のところにありました会計基準で、独法の場合には、運営費交付金を収入

にして、それを使って収入と費用がとんとんになって、レベニューニュートラルだという

ことですから、与えられた人件費をそのまま使えば、あるいは自分たちが設定した人件費

をそのまま使えば、黒字にはならないけれども、赤字にはならないという設定になってご

ざいます。したがって、経営マインドから人件費を削るというインセンティブが出てこな

いということだと思います。 
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 独法の自主性・自律性ということで、レベニューニュートラルの中で、まさに自己収入

を増やしたり、経費を減らして、独法会計のもとでの黒字が出た場合には、今の仕組みと

しては、ボーナスを増やすなりということができる形になっている。ただ、基本の部分と

いうのは、そういった意味で、民間企業が潰れるリスクからくる削減のインセンティブと

いうのは、なかなか働きづらいということで、総額を決めている。ただ、それは５年間の

人件費総額を枠として縛っておりまして、その中でのめり張りというのは、先ほどの理研

が８割年俸制を導入しているようなめり張りをつけることができる。そこは創意工夫でや

ってくださいという考えではないかと思っております。 

○座長 ありがとうございます。 

 委員、どうぞ。 

○委員 法的ないしは独法改革の経緯で、どういう位置づけとして、人件費だけ特別扱い

になっているかというのは、また事務局から御説明いただくことになると思います。 

 私の立場から見て、独法だけではないですけれども、公務員を含めた人件費だけが、あ

る種特別扱いをされているところの１つは、公務員は労働基本権が制約されているという

ことがあって、給与の決まり方が労働三権がない形で決められているということに端を発

していて、それとの準拠ということで、独法職員の給与をどうするかということになった

ときに、公務員の給与に影響を受けることになっているというのは、かなり重要なところ

になっているのではないかと思います。 

 今後見直すとしても、委員がおっしゃったように、特別扱いをするような民間企業はな

いと思いますけれども、かといって、人件費を他の経費と同等に扱うこととして、独法を

今後営んでもよいということになるかというと、言い方はあれですが、国家として究極的

な株主たる国民から、人件費については、他の経費と同等に扱う形で、より効率的に運営

してもらえればいいというお墨つきを得られない限り、人件費は特別扱いしないでよいと

いうことにはならないのではないかというのが、私の解釈です。 

 もちろん実際に人件費だけが全てではないということは、そのとおりですし、人件費以

外のところでよりうまく節約できて、効率的な運営ができれば、それにこしたことはない

ということは、言うまでもないですけれども、人件費総額をどうするかということは、特

に官民の給与比較も含めて、いい悪い、いろいろな意味を込めた国民の耳目を引いている

ところがありますので、いかに説得的に人件費の支出をするかというところが、鍵になっ

てくるのではないかと思います。 

本委員 委員、今のお話で、結果をオープンにすればいいのではないんですか。 

○委員 結果が曖昧だから、独法制度の評価が難しいんです。 

○委員 先ほど言いましたように、計画の段階でどういうプログラムで、どういうことを

やるかという計画を一応立てておいて、結果はこうなりましたということを、わかりやす

く国民に提示していくことにおいて、市場ほどの縛りはないですけれども、ある程度の縛

りが効いてくるのではないか。 
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 他方で、人件費だけを縛っておくと、経営からすると、大きな経営資源を高くするのも

低くするのも、経営者がリスクをとって、責任をとってやればいいと思うところがありま

して、そこに一定の縛りがかかっているのではないかという気がしているんです。独法の

経営というのは、経営にならない。 

○座長 委員、どうぞ。 

○委員 委員の御意見には、心情的に半分くらい賛同しますけれども、国家公務員との比

較で、役員報酬・職員給与を公表する勉強会に駆り出された経緯があるものですから、そ

の背景から言いますと、国家公務員なりを準拠するという基本的な方針を持っておられた

と思います。 

 もう一点は、私も委員と同じようなことも考えて、かなり議論もしたんですけれども、

結局、財源をどこに求めるかということなんです。公金とどうやって区分するか。要する

に自前で自己収入で稼いだり、あるいは給付金などを財源にして、頑張った人の信賞を引

っ張ってというような議論が先ほどありましたが、それを財源にしたボーナスをかなり与

えてもいいのではないかという議論も一度したことがあるんですが、国民感情との関係で、

それは難しいだろうと押し切られました。それもわからないわけではないと、正直思いま

した。 

 業績給にしても、財源をどういうふうに確保するのかということと、委員の発想は私も

かなり近いんですけれども、それをやるとすれば、給与の問題があります。職員数も変動

させなければいけない。それが果たしてできるのかという議論を展開する必要があると思

います。 

○座長 委員、別のことですか。 

○委員 一般論ではなくて、特殊論のお話です。 

○座長 どうぞ。 

○委員 また研究開発法人のお話で恐縮ですけれども、御存じのように、2004年、2005年

ぐらいから、日本の科学技術の力が落ちてきているという、いろいろな統計がございます。

論文もそうですし、特許等もそうです。その大きな理由の１つが、若手人材の活用、特に

ポスドクなどが、将来の就職先がないということで不安定な状況にあるということがあり

ます。 

 もう一つ、ここに理研の例もありますように、国際的な競争が非常に厳しい中で、国際

的な人材の流動性をどう担保していくか、という問題があります。例えば国際共同研究を

どんどん増やしていくということも重要であります。そういう意味では、先ほどお話があ

りましたように、職員であっても、高給である可能性は残しておくべきだと思います。一

方で、説明責任を果たすために、氏名の公表みたいなものもありますけれども、氏名とい

うよりは、一定の水準以上の人数を公表するという形で、担保していけばいいのではない

かと思います。 

○座長 難しいところは、人件費という総額と単価です。１人当たりに幾らにするかとい
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うことと、それがごちゃごちゃになっているような気がするので、民間ではトータルは少

なく、１人当たりは一生懸命働けば高くてもいいという発想なんです。 

 どうぞ。 

○寺田内閣府副大臣 今の人件費で１点ございます。人件費の特出しは、予算統制上は極

めて重要なんです。御承知のとおり、いわゆる義務的経費と裁量経費がございます。物件

費というのは、ほとんどにあれになりませんから、落とせるわけです。ただ、人件費とい

うのは、当然のことながら、身分保障のある世界で、一旦雇用をすると、必ず増えて、固

定的経費、硬直的経費になります。予算の専門用語で、これはログアウトできない経費と

いう意味です。人件費というのは、予算統制上はそれを把握し、今後の動向を見ていくと

きに極めて重要であると思います。 

○座長 非常に難しい経費だと思います。民間の場合は、業績が悪ければ、簡単にはでき

ないんですけれども、３割カット、４割カットということも十分にあり得るわけですが、

ただ、国家公務員あるいはこれに準ずる形になっていますので、業績が悪いからといって、

簡単にはできない。まだ業績の測定がなかなか難しいという側面があったりして、その辺

をどう考えるかということです。 

 委員、どうぞ。 

○委員 副大臣、済みません。今の御発言でちょっと思ったのは、今、座長がおっしゃっ

たように、理想としては、業績あるいは個人の業績も含めて統制が強化できるとするなら

ば、国から切り出した独立行政法人は、特に中期目標達成法人において、NPOも入れなけれ

ばいけない法人において、国が予算統制の観点でやっていた人件費総額の規律というもの

を、独立行政法人は残すということについては、副大臣はどうお考えでしょうか。 

○寺田内閣府副大臣 国がやっているのと同様の総人件費の抑制は、逆に残さないかわり

に、人件費の推移がどうなっているかを把握する必要があるという意味です。 

○座長 よろしいですか。委員、どうぞ。 

○委員 私も人件費という枠でくくるべきではないと思っています。 

 それから、先ほど法人枠配にすべきと申し上げたんですが、その中で人件費をどうする

かというのは、法人の中でのマネジメントの問題だと思います。例えば研究開発独法で、

ラスパイレス130の研究員の方がいらしたら、ほかのところで削減して、節減して、その方

を活かせばいい。130は高すぎるとか、100を超えたらだめだとか、そういう見方ではなく

て、法人にとって本当に必要だと思う方がいらっしゃるならば来ていただいて、活躍して

いただいく。そのかわり、ほかの部分で効率的な観点でマネジメントをしていく。そうい

う形での動かし方のほうが、法人としての機能が活きていくのではないかと思っています。 

 もしも人件費という形でくくらなければいけないのであれば人件費という枠までで、そ

の中身に関しては法人に任せる。その辺りまで検討していただくと、法人としてマネジメ

ントしやすいのではないかと思います。 

○座長 委員、どうぞ。 
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○委員 時間がないので簡単に言いますけれども、私も人件費枠を設けるということにつ

いては、撤廃したほうがいいと思います。しかし、人件費というのは、先ほど副大臣もお

っしゃったように、基本的に企業においても固定費なんです。固定費はできるだけ少ない

ほうがいいということで、削減側に向かう努力を企業は常にしています。そのときのイン

センティブは言わば収益との関連で、固定費をどれだけ減らすかという議論をやるわけで

す。 

 今、独立行政法人で問題になっているのは、人件費枠があるために、減らす分も減らせ

ない、増やす分も増やせない。このために、極めて異常な雇用形態を続けているケースが

いっぱいあるわけです。ですから、ここの部分はできるだけ外す。だけれども、外すため

には、ある意味でそれに対する制約条件がなければいけなくて、それは企業でいえば収益

に当たる。先ほど言っていたインセンティブをどうつけるかという部分と絡めて、そこの

部分の枠をとるということを、きちんと検討すべきだと思います。 

○座長 ありがとうございます。 

 時間を過ぎておりますが、どうしても一言だけ発言をしておきたいという方はいらっし

ゃいますか。どうぞ。 

○委員 先ほども言いましたけれども、国の成長戦略にのっとってというところを念頭に

しながら、効率を考えるということが重要ではないかと思います。そもそも論を言います

けれども、そう思います。 

○座長 ありがとうございました。 

 大変活発な御意見をありがとうございました。これを事務局で整理していただきまして、

次回以降の検討に反映していただきたいと思います。 

 本日の議題は以上でございます。 

○座長 議題は、法人の類型化の検討ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、これにて会議を終了いたしたいと思います。 

  本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 


